










が判断したため、 山田・中山法律事務所（富山市西田地方町2-6-10)

において行なった。

2 監査の結果

私が実施した政治資金監査の結果は、 以下のとおりである。

(1) 法第1 9条の13第2項第1号に規定する事項について、 会計帳簿が保

存されていた。

なお、 政治資金監査の対象期間においては、 日本維新の会 参議院比例

区第44支部に係る支出はなく、 明細書、 領収書等、 領収書等を徴し難か

った支出の明細書、 振込明細書及び振込明細書に係る支出目的書は存在し

なかった。

(2) 法第1 9条の13第2項第2号に規定する事項について、会計帳簿には、

当該国会議員関係政治団体に係るその年における支出の状況が記載され、

かつ、 当該国会議員関係政治団体の会計責任者が当該会計帳簿を備えてい

た。

(3) 法第1 9条の13第2項第3号に規定する事項について、 法第12条第

1項に規定する収支報告書は、 会計帳簿に基づいて、 支出が言十上されてい

ない状況が表示されていた。

(4) 法第1 9条の13第2項第4号に規定する事項について、 領収書等を徴

（＼ し難かった支出の明細書及び振込明細書に係る支出目的書は、 存在しなか

った。

3 業務制限

日本維新の会 参議院比例区第44支部と私との間には、 法第1 9条の1

3第5項の規定に違反する事実はない。

また、 日本維新の会 参議院比例区第44支部と政治資金監査の業務を補

助した使用人その他の従業者との間においても、 同様である。

以上


